（案）
自動販売機設置運用に関する覚書

四條畷市（以下「甲」という。）と　　　　　　　　　　　　　（以下「乙」という。）とは、自動販売機の設置及び運用に関して次のとおり覚書を締結する。
（目的）
第１条　この協定は、自動販売機の設置及び運用に関して定めるものとする。
（支援体制）
（設置及び撤去）
第２条　自動販売機の設置場所については、別表１記載の場所とし、設置及び撤去に係る経費は乙の負担とする。
２　第７条の設置期間中に乙の意思に反して乙の自動販売機が撤去される場合、甲は乙に対し、自動販売機の設置・撤去に伴う費用の金額を撤去日から３０日以内に乙の請求に基づき支払うものとする。
３　乙は、前項の乙が甲から支払われるべき金額と、甲が乙に自販機の撤去を申し入れた時点で乙が甲に対しての未払いの販売手数料の金銭債務を、対当額をもって相殺することができるものとする。
（設置条件）
第３条　甲の管理する施設に自動販売機を設置する場合は、四條畷市行政財産使用料条例（平成１０年１２月１８日条例第２０号）第２条に規定する行政財産使用料を納付しなければならない。
２　飲料自動販売機の運転に必要な光熱水費等については、乙の負担とする。
３　自動販売機内商品の売価は市場価格とする。
（販売手数料等）
第４条　乙の販売手数料は別表２によるものとし、乙は甲に対し販売手数料を算出のうえ当該支払方法に基づき支払うものとする。ただし、乙は当該販売料の手数料の支払を指定業者に行わせることができる。
２　支払月は１月、４月、７月、１０月とする。
３　販売手数料等は別表３の振込口座に振込むものとし、振込手数料は乙の負担とする。
（入退場の許可）
第５条　甲は、乙の社員または乙の指定委託業者が本商品の補充、乙自販機の保守・修理及び売上金の回収等の目的で設置場所に出入りすることを認めるものとする。
（自動販売機の管理・運営等）
第６条　乙は、甲の責に帰すべきものを除き、乙自販機の保守・修理を乙の負担で実施するものとし、甲はこれに協力するものとする。
２　甲は乙自販機に損傷又は故障その他の異常を認めた場合は遅滞なくその旨を乙に連絡するものとする。
３　甲は、乙の事前の書面による承諾なく、乙自販機の設置位置を変更してはならない。
４　甲は、乙自販機が正常に稼働されるよう必要な電気を供給するとともに、乙自販機の故障、電源の故障、天災等の止むをえない理由がない限り、乙自販機の電源を切ってはならない。
５　甲は乙が電気工事、特別工事等を施した場合、当該設備を乙自販機に使用する以外の目的に使用してはならない。
（協定の効力及び更新）
第７条　この覚書の有効期間は、令和８年７月１日からから令和９年３月３１日までとする。
２　前項の有効期間満了３０日前までに、甲又は乙がそれぞれ相手方に文書をもって覚書延長を行わない旨の通知がない場合には、同一内容をもって１年度間更新されるものとし、その後の期間満了についても同様とする。ただし、令和１３年６月３０日を超えて更新することができない。
（権利義務の譲渡等の禁止）
第８条　甲は、本契約及び本契約から生じる全部一部の権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に提供してはならない。
（管轄裁判所）
第９条　甲及び乙は、本契約及び本契約に関連する事項について訴えを提起する場合、甲の所在地を管轄する地方裁判所をもって第一審の合意菅轄裁判所とする。
（その他）
第１０条　この覚書に定めのない事項及びこの覚書に疑義を生じた事項は、その都度甲乙協議のうえ決定するものとする。

以上、この覚書を証するため、覚書２通を作成し、甲乙両者が記名押印のうえ各自その１通を保有する。

令和　　　年　　　月　　　　日

　　　　　　　　　　　　　　甲　　　大阪府四條畷市中野本町１番１号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府四條畷市長　銭谷　翔


　　　　　　　　　　　　　　乙








別表１（第４条関係）
	自動販売機の種類
	設置場所

	災害対応型自動販売機
	





別表２（第６条関係）
	自動販売機の種類
	売上の一定率

	災害対応型自動販売機
	　　　　％


備考　１．売価に売上の一定率及び販売数量を乗じて得た額を販売手数料とする。
　　２．売価は製品１本あたりの金額で、消費税及び地方消費税を含むものとする。

別表３（第６条関係）
	振込口座
	りそな銀行
四條畷支店
	普通　５０５８８００
	四條畷 (ｼｼﾞｮｳﾅﾜﾃ)市 (ｼ)会計 (ｶｲｹｲ)管理者 (ｶﾝﾘｼｬ)　坂東 (バンドウ)　彰 (アキラ)　



